
地理空間情報活用推進基本法第２条第３項に基づき定める国土交通省令（案） 
及び同法第１６条第１項に基づき定める技術上の基準（案）に関する 

意見募集の結果について 
 

平成１９年８月２７日 
 
 
   
  国土交通省では、地理空間情報活用推進基本法第２条第３項に基づき定める国土交通省

令（案）及び同法第１６条第１項に基づき定める技術上の基準（案）について、平成１９

年７月１３日から平成１９年８月１１日まで、広く国民の皆様からのご意見を募集しまし

たところ、これに対して４０件のご意見を頂きました。 
  頂いた主なご意見の概要とこれに対する考え方を別紙１、２の通り取りまとめましたの

で公表いたします。 
  なお、省令・告示に直接関係はありませんが、広く GIS 推進施策全般に関するご意見も

承りました。ご意見は、今後の施策の推進にあたって、参考にさせていただきたいと考え

ております。 
  今回の意見の募集にあたり、ご協力いただきました方々へ厚く御礼申し上げます。 


